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本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
近
世
大
名
に
よ
る
蝦
夷
地
支
配
の
確
立
と
い
う
政
治
的

な
側
面
か
ら
評
価
及
び
検
討
さ
れ
て
き
た
史
料
に
つ
い
て
、
市
場
・
流
通
と
い

う
経
済
的
側
面
か
ら
評
価
及
び
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
本
稿
で
対
象

と
す
る
の
は
松
前
氏
［
蠣
崎
氏
．
「
蠣
崎
」
か
ら
「
松
前
」
へ
の
改
姓
は
慶
長

四
年
（
一
五
九
九
）
で
あ
る
が
本
稿
で
は
一
貫
し
て
「
松
前
」
と
表
記
す
る
］

の
関
連
史
料
で
あ
る
。
扱
う
時
期
は
、
戦
国
期
か
ら
徳
川
政
権
（
江
戸
幕
府
）

成
立
ま
で
（
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀
前
半
）
と
し
、
本
稿
で
は
こ
の
時

期
を
「
中
近
世
移
行
期
」
と
位
置
づ
け
る
。

（
１
）

中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
松
前
氏
の
動
き
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
抗
争
、
檜

（
２
）

山
安
東
氏
か
ら
の
独
立
、
領
主
権
力
の
確
立
と
い
っ
た
政
治
的
側
面
か
ら
論

及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
海
保
嶺
夫
氏
・
紙
屋
敦
之
氏
等
）
。
し
か
し
、
後
述

す
る
よ
う
に
本
稿
で
検
討
す
る
史
料
は
、
商
業
や
市
場
の
統
制
に
関
す
る
も
の

が
多
い
。
ま
た
、
蝦
夷
地
で
は
農
業
収
入
で
は
な
く
、
交
易
の
権
益
が
松
前

氏
に
と
っ
て
経
済
的
な
基
盤
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
［
』
以
下
、
統
一
政

権
（
豊
臣
・
徳
川
）
か
ら
松
前
氏
（
蠣
崎
氏
）
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
史
料
、

松
前
氏
と
商
人
の
関
係
を
示
す
史
料
を
取
り
上
げ
、
松
前
を
中
心
と
す
る
市
場

〈
は
じ
め
に
〉

中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
北
方
市
場

（
本
稿
で
は
「
北
方
市
場
」
と
位
置
づ
け
る
．
参
考
図
「
参
考
中
世
か
ら
近

世
に
か
け
て
の
日
本
海
主
要
港
」
）
が
置
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
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こ
れ
ま
で
政
治
史
の
研
究
で
は
、
①
蝦
夷
地
が
統
一
政
権
に
組
み
入
れ
ら
れ

た
こ
と
。
②
支
配
者
で
あ
る
松
前
氏
（
蠣
崎
氏
）
の
大
名
化
。
こ
れ
ら
の
二
点

に
つ
い
て
多
く
の
検
討
が
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
松
前
氏
が
統
一
政
権
に
組
み
込
ま
れ
る
過
程
に
つ
い
て
、
こ
れ

ま
で
豊
臣
政
権
と
徳
川
政
権
（
江
戸
幕
府
）
で
は
そ
れ
ぞ
れ
松
前
慶
広
に
対
す

（
３
）

る
遇
し
方
に
違
い
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
豊
臣
政
権
は
慶
広
を

し
ま
か
み

「
狄
の
島
の
主
」
・
「
志
摩
守
」
（
志
摩
国
の
主
で
は
な
く
「
島
の
主
」
と
い
う
宛

（
４
）

て
字
）
と
し
て
遇
し
た
と
さ
れ
る
。
続
く
徳
川
政
権
で
は
「
伊
豆
守
」
・
「
若
狭

守
」
と
い
う
官
途
を
与
え
た
と
す
る
。
つ
ま
り
、
松
前
氏
は
段
階
的
に
統
一
政

権
で
の
足
場
を
固
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
蝦
夷
地
が
統
一
政
権
の
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
た
意
義
に
つ
い
て
は

次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
蝦
夷
地
が
豐
臣
政
権
の
傘
下
に
入
っ
た
こ
と

は
、
そ
れ
ま
で
本
州
の
統
一
政
権
か
ら
分
断
さ
れ
て
い
た
「
中
世
蝦
夷
地
の
終

（
５
）

焉
」
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
筆
者
も
統
一
政
権
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
は
大

き
な
出
来
事
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
意
義
は
否
定
し
な
い
。
本
稿
は
、
統
一
政

権
に
組
み
込
ま
れ
た
市
場
と
い
う
位
置
づ
け
か
ら
中
近
世
移
行
期
を
考
察
す
る

も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
扱
う
史
料
は
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
統
一
政
権
（
豊
臣
・
徳

川
）
か
ら
松
前
氏
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
文
書
で
あ
り
、
本
稿
で
は
経
済
的
側

面
か
ら
と
ら
え
直
す
こ
と
を
試
み
る
。
次
に
松
前
氏
と
商
人
の
関
係
を
示
す
史

料
が
あ
る
。
こ
れ
は
点
数
が
限
ら
れ
、
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
史
料
も
多
い
。

た
だ
し
、
松
前
氏
の
市
場
・
流
通
支
配
に
つ
い
て
充
分
に
活
用
さ
れ
て
い
る
の

か
と
言
え
ば
、
い
さ
さ
か
不
充
分
と
言
え
る
。
現
状
で
は
紹
介
に
と
ど
ま
り
、

本
稿
で
は
そ
れ
ら
を
松
前
氏
の
市
場
・
流
通
支
配
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
す
る
。

松
前
氏
と
関
係
を
持
つ
商
人
に
つ
い
て
は
、
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
商
人

の
典
型
と
し
て
初
期
豪
商
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
初
期
豪
商
に
つ
い
て
は

（
《
ｂ
）

含
ｊ
）

戦
前
か
ら
既
に
豊
田
武
氏
・
大
島
正
隆
氏
等
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
戦
後

（
８
）

に
お
い
て
山
口
徹
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
台
頭
と
衰
退
を
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け

て
い
る
。
初
期
豪
商
の
台
頭
は
、
米
な
ど
を
需
要
が
あ
る
畿
内
で
販
売
し
、
そ

の
利
潤
と
輸
送
に
か
か
る
船
賃
が
生
み
出
し
た
と
し
、
一
方
で
そ
の
衰
退
を
相

互
の
競
争
に
よ
り
発
生
し
た
運
賃
の
下
落
に
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
九
○
年
代

（
９
）

に
至
り
永
原
慶
二
氏
が
豐
臣
政
権
・
大
名
か
ら
の
保
護
が
初
期
豪
商
に
利
益
を

も
た
ら
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
に
初
期
豪
商
の
中
近
世
移
行
期
に

お
け
る
活
動
か
ら
位
置
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
評
価
に
つ
い

て
は
活
動
時
期
の
短
さ
（
中
近
世
移
行
期
が
中
心
）
な
ど
か
ら
そ
の
役
割
が
疑

（
皿
）

問
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
だ
が
、
初
期
豪
商
の
台
頭
は
、
商
業
の
担
い
手
が

組
織
（
中
世
の
座
）
か
ら
個
人
へ
変
化
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
意
義
は
大

き
い
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
商
人
と
松
前
氏
と
の
つ
な
が
り
に
着
目
し
て
い
き

た
い
。以

下
、
三
章
に
分
け
て
検
討
を
試
み
る
が
、
第
一
章
・
第
二
章
に
お
い
て
統

一
政
権
（
豊
臣
・
徳
川
）
か
ら
松
前
氏
に
下
さ
れ
た
朱
印
状
な
ど
の
史
料
を
再

検
討
し
、
さ
ら
に
中
世
を
通
じ
て
市
場
に
出
さ
れ
た
市
場
法
と
比
較
し
て
見
た

場
合
に
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
を
検
討
す
る
。
さ
ら
に
第
三
章
で
は
松
前

氏
と
初
期
豪
商
な
ど
の
商
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
及
し
た
い
。

｜
統
一
政
権
と
松
前
氏

本
章
で
は
、
松
前
氏
が
統
一
政
権
（
豊
臣
・
徳
川
）
か
ら
獲
得
し
た
朱
印
状

な
ど
の
史
料
を
検
討
し
て
い
く
。
現
在
、
そ
れ
ら
の
史
料
は
、
多
く
が
後
世
の
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（
ｕ
）
（
吃
）

編
蟇
物
（
「
新
羅
之
記
録
」
・
「
福
山
秘
府
」
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め

史
料
と
し
て
依
拠
す
る
に
は
不
充
分
な
点
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
後

世
の
編
蟇
物
と
は
言
え
、
当
該
期
の
史
料
不
足
を
補
う
上
で
有
効
な
も
の
で
は

あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
を
慎
重
に
利
用
し
て
い
き
た

い
○

ま
ず
松
前
氏
が
「
領
主
」
と
し
て
統
一
政
権
か
ら
承
認
さ
れ
て
い
く
状
況
を

確
認
し
て
お
こ
う
。

松
前
氏
が
領
主
と
し
て
承
認
さ
れ
た
状
況
は
、
以
下
に
あ
げ
る
二
点
と
さ
れ

る
。
①
蝦
夷
地
を
管
轄
し
て
き
た
と
さ
れ
る
安
東
（
秋
田
）
実
季
が
得
た
領
知

（
Ｂ
）

宛
行
状
に
は
蝦
夷
地
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
従
来
よ
り
安
東
（
秋

（
Ｍ
）

田
）
家
か
ら
の
独
立
を
意
味
す
る
。
②
天
正
十
八
年
末
に
秀
吉
に
聚
楽
第
で
拝

謁
し
た
こ
と
。
た
だ
し
、
拝
謁
時
に
松
前
氏
は
知
行
安
堵
を
は
っ
き
り
と
し
た

（
応
）

形
で
豊
臣
政
権
か
ら
獲
得
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
検
地
が
実
施
さ
れ

ず
石
高
制
の
枠
外
と
い
う
べ
き
地
に
政
権
側
と
し
て
は
安
堵
す
べ
き
知
行
が
無

か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
大
石
直
正
氏
は
、
「
福
山
秘
府
」
の
記
載
か
ら
松
前
氏

（
略
）

に
対
し
て
叙
爵
と
任
官
が
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
福
山
秘
府
」
に

お
け
る
秀
吉
の
拝
謁
時
に
叙
爵
・
民
部
大
輔
の
官
途
を
得
た
と
す
る
記
述
に

（
Ⅳ
）

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
慶
広
に
豊
臣
姓
が
与
え
ら
れ
た
形
跡
が
無
く
、
叙

（
鳩
）

爵
は
豊
臣
姓
を
経
て
か
ら
と
す
る
豊
臣
政
権
の
官
位
制
度
の
研
究
を
参
考
に
す

れ
ば
、
叙
爵
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
さ
ら
に
民
部
大
輔
は
秀
吉
拝
謁
以
前

（
四
）

か
ら
の
自
称
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
改
め
て
拝
謁
時
に
叙
爵
・
任
官
は

さ
れ
て
い
な
い
と
推
定
さ
れ
る
（
民
部
大
輔
の
自
称
は
海
保
氏
も
推
定
し
て
い

（
釦
）る

）
。
叙
爵
と
任
官
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
松
前

氏
は
豐
臣
政
権
か
ら
領
主
（
大
名
）
と
し
て
は
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推

定
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
比
較
的
注
目
度
の
低
い
史
料
と
し
て
「
徳
川
実
紀
」
の
慶
長
九
年

（
一
六
○
四
）
五
月
二
八
日
条
の
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
慶
広
に
対
す
る
叙
爵

と
伊
豆
守
へ
の
叙
任
が
記
さ
れ
る
一
方
で
、
慶
広
は
こ
れ
ま
で
叙
爵
が
さ
れ
て

（
劃
）

お
ら
ず
、
志
摩
守
を
自
称
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
海
保
氏
は
こ
の
記
述

（
型
）

を
指
摘
し
、
松
前
氏
最
初
の
叙
爵
と
任
官
を
慶
長
八
年
の
慶
広
嫡
子
盛
広
へ
の

（
羽
）

叙
爵
・
若
狭
守
と
す
る
の
が
妥
当
と
判
断
し
て
い
る
。

松
前
氏
の
「
独
立
」
に
至
る
過
程
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
松
前
氏
側
が
前
田

利
家
・
大
谷
吉
継
・
木
村
重
姦
と
い
っ
た
東
北
の
検
地
を
担
当
し
た
大
名
と
接

（
別
）

触
を
図
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
前
田
利
家
・
大
谷
吉
継
と
い
っ
た
日

本
海
海
運
と
つ
な
が
り
を
有
す
る
地
域
の
大
名
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い

ブ
（
》
○

こ
の
後
、
松
前
氏
は
豊
臣
政
権
に
対
し
て
奉
公
に
務
め
る
。
だ
が
、
こ
れ
は

石
高
制
に
当
て
は
め
ら
れ
た
形
で
の
も
の
で
は
な
い
。
天
正
十
九
年
の
九
戸
政

（
お
）

実
の
反
乱
に
際
し
て
は
、
慶
広
は
ア
イ
ヌ
の
兵
を
率
い
て
参
戦
し
た
と
い
う
。

こ
の
時
は
徳
川
家
康
の
与
力
の
一
人
と
し
て
参
加
し
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が

正
規
の
動
員
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
松
前
氏
は
統
一
政
権
の
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
た
と
さ
れ
る

が
、
こ
の
時
期
の
松
前
氏
を
「
大
名
」
・
「
領
主
」
と
し
て
積
極
的
に
位
置
づ
け

る
だ
け
の
史
料
は
少
な
い
。
そ
の
中
で
豊
臣
政
権
下
に
お
い
て
松
前
氏
に
課

せ
ら
れ
た
奉
公
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
麿
の
献
上
で
あ
る
。
松
前
氏
か

（
錨
）
（
訂
）

ら
豊
臣
政
権
へ
の
鷹
献
上
は
、
天
正
十
九
年
九
月
に
秀
次
・
秀
吉
に
そ
れ
ぞ
れ

確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
豊
臣
政
権
は
、
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
に
鷹
献
上
の

た
め
献
上
道
中
に
支
障
の
な
い
よ
う
に
命
じ
、
献
上
ル
ー
ト
策
定
に
つ
い
て
も
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（
錫
）

朱
印
状
を
出
し
て
い
る
。
そ
れ
が
豊
臣
政
権
か
ら
の
朱
印
状
（
後
掲
の
史
料

１
．
２
）
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
鷹
献
上
は
、
松
前
氏
と
豊
臣
政
権
の

通
交
関
係
に
一
定
の
貢
献
を
し
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
通
交
は
、
天
正
年

間
（
天
正
元
～
十
年
ま
で
）
に
織
田
政
権
下
で
安
東
氏
が
鷹
献
上
を
通
じ
て
通

（
鋤
）

交
関
係
（
安
東
氏
の
叙
爵
実
現
）
を
成
立
さ
せ
た
の
と
共
通
す
る
部
分
が
あ

り
、
蘆
献
上
に
「
領
主
」
と
し
て
側
面
を
見
い
だ
せ
よ
う
。

鱈
献
上
だ
け
で
は
な
く
、
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
に
は
慶
広
自
身
が
朝
鮮

出
兵
の
拠
点
で
あ
る
名
護
屋
へ
赴
い
て
い
る
。
こ
の
時
慶
広
は
三
千
石
の
馬
飼

料
所
を
辞
退
し
た
代
わ
り
に
豊
臣
政
権
か
ら
次
の
よ
う
な
朱
印
状
を
得
て
い

（
釦
）

ブ
（
》
○

【
史
料
１
】

於
松
前
、
従
諸
方
来
船
頭
商
人
等
、
對
夷
人
、
同
地
下
人
、
非
分
義
不
可
申

懸
、
井
船
役
之
事
、
自
前
々
如
有
来
可
取
之
、
自
然
此
旨
於
相
背
族
在
之
者
、

急
度
可
言
上
、
速
可
被
加
御
詐
罰
者
也
、

文
禄
二
年
正
月
五
日

（
豊
臣
秀
次
）

（
朱
印
）

（
慶
広
）
（
瓢
）

蠣
崎
志
摩
守
ト
ノ
ヘ

（
認
）

史
料
１
は
、
松
前
へ
来
航
し
た
商
人
に
対
し
て
ア
イ
ヌ
（
「
夷
人
」
）
を
含
む

現
地
の
者
た
ち
と
の
ト
ラ
ブ
ル
発
生
を
抑
え
る
こ
と
を
命
じ
、
松
前
氏
に
対

し
、
以
前
と
同
様
の
船
役
徴
収
権
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
朱
印
状
を
得
る
に
あ
た
り
「
新
羅
之
記
録
」
で
は
、
慶
広
は
自
分
に
断

ら
ず
蝦
夷
地
で
の
商
売
す
る
者
が
い
る
の
で
そ
の
者
た
ち
へ
の
処
断
権
を
望

（
銘
）

み
、
秀
吉
は
そ
の
趣
旨
に
添
っ
た
朱
印
状
を
慶
広
へ
発
給
し
た
と
い
う
。
こ
の

「
新
羅
之
記
録
」
の
記
述
と
史
料
１
で
は
そ
の
内
容
が
食
い
違
う
。
「
新
羅
之
記

録
」
と
他
の
史
料
と
の
矛
盾
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
鈍
）が

、
こ
れ
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
史
料
１
で
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
慶

広
が
望
ん
だ
商
業
へ
の
統
制
は
、
豊
臣
政
権
か
ら
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

に
な
る
。

こ
の
朱
印
状
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
海
保
氏
が
松
前
氏
と
豊
臣
政
権
そ
れ

（
鍋
）

ぞ
れ
の
意
図
の
相
違
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
豊
臣
政
権
は
文
禄
二
年
の
時
点
で

特
に
松
前
氏
を
通
じ
た
商
業
統
制
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
（
尚
、

こ
の
名
護
屋
で
の
拝
謁
時
に
与
え
ら
れ
た
と
す
る
志
摩
守
の
官
途
は
、
正
規
の

任
官
手
続
き
を
経
た
形
跡
が
確
認
さ
れ
ず
、
こ
れ
も
自
称
で
あ
ろ
う
心
）

さ
て
「
新
羅
之
記
録
」
で
は
慶
広
は
、
こ
の
朱
印
状
を
ア
イ
ヌ
に
公
開
し
た

と
す
る
。
慶
広
は
こ
の
朱
印
状
を
見
せ
て
訳
し
、
ア
イ
ヌ
た
ち
が
今
後
慶
広
の

下
知
に
従
わ
ず
、
諸
国
の
商
人
に
対
し
て
乱
暴
す
れ
ば
秀
吉
が
追
討
の
軍
を
派

（
鍋
）

造
す
る
と
読
み
聞
か
せ
た
と
い
う
。
そ
も
そ
も
ア
イ
ヌ
と
松
前
氏
を
中
心
と
す

る
所
謂
「
和
人
」
（
日
本
人
）
と
の
間
に
は
、
十
六
世
紀
前
半
ま
で
は
抗
争
が

続
い
て
い
た
。
そ
の
後
両
者
の
和
解
と
し
て
天
文
十
九
年
（
一
五
五
○
）
に
は

（
訂
）

蠣
崎
季
広
（
慶
広
の
父
）
は
ア
イ
ヌ
の
関
税
権
を
認
め
る
協
定
を
結
び
関
係
の

（
羽
）

安
定
化
を
図
っ
た
。
松
前
氏
は
ア
イ
ヌ
と
の
間
に
緊
張
関
係
を
抱
え
て
い
た
。

そ
の
た
め
史
料
１
か
ら
は
、
朱
印
状
を
都
合
の
良
い
よ
う
に
利
用
し
、
ア
イ
ヌ

に
対
し
て
優
位
に
立
と
う
と
す
る
慶
広
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
「
新
羅
之
記
録
」
の
記
述
は
松
前
氏
側
か
ら
の
記
録
で
あ
り
、
ア
イ
ヌ
が

如
何
な
る
反
応
を
示
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
桐
喝
の
一
方
、
史
料
１
そ
の
も
の
に
は
豊
臣
政

権
が
船
役
徴
収
権
を
認
め
た
と
い
う
注
目
す
べ
き
箇
所
が
あ
る
。
史
料
１
が
持

つ
意
味
は
、
慶
広
が
望
ん
だ
市
場
へ
の
統
制
力
は
拒
否
さ
れ
、
諸
国
か
ら
の
松
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前
へ
来
航
す
る
商
人
に
対
す
る
船
役
徴
収
の
維
持
に
限
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
史
料
１
が
発
給
さ
れ
て
も
松
前
氏
に
と
っ
て
は
依
然
と
し
て
自

分
た
ち
に
有
利
な
体
制
（
来
航
す
る
商
人
へ
の
統
制
）
を
築
く
事
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
か
、
そ
の
後
松
前
氏
は
文
禄
期
と
推
定
さ
れ
る
次
の
朱
印
状
を
獲

得
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

一
史
料
２
】

其
口
巣
鷹
、
自
余
へ
出
候
事
、
一
切
令
停
止
候
、
如
先
々
可
申
付
候
、
井
商

売
船
之
事
、
最
前
モ
如
被
仰
出
、
夷
江
直
不
可
相
付
候
、
於
松
前
可
遂
商
売

候
、
右
之
両
条
、
若
相
背
輩
ハ
、
可
爲
曲
事
候
条
、
相
性
其
名
、
可
言
上
候
也
、

極
月
二
日

（
豊
臣
秀
吉
）

（
朱
印
）

（
盛
広
）
（
釣
）

蠣
崎
甚
五
郎
殿

史
料
２
は
巣
麿
を
豐
臣
政
権
以
外
に
出
す
こ
と
（
売
却
）
を
一
切
禁
じ
、
そ

の
一
方
で
来
航
船
に
つ
い
て
ア
イ
ヌ
と
直
接
の
商
売
を
禁
じ
て
松
前
で
の
商
売

を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
巣
麿
の
移
出
禁
止
と
商
業
統
制
の
承
認
が
一
組

に
な
っ
て
い
る
“
こ
れ
は
豊
臣
政
権
が
松
前
氏
に
対
し
て
政
権
以
外
へ
の
巣
麿

讓
渡
を
禁
じ
た
代
わ
り
に
松
前
で
の
商
業
統
制
を
認
め
た
と
解
釈
で
き
よ
う
。

こ
の
史
料
２
の
商
業
面
か
ら
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
次
章
に
讓
り
、
本
章
で

は
政
治
史
的
な
側
面
か
ら
の
検
討
を
進
め
て
い
こ
う
。

海
保
氏
は
史
料
１
．
２
を
安
東
氏
か
ら
の
独
立
の
保
証
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

さ
ら
に
海
保
氏
は
、
両
史
料
と
も
松
前
氏
の
支
配
す
べ
き
所
領
が
一
切
記
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
（
後
掲
の
徳
川
家
康
の
黒
印
状
も
含
め
て
）
に
注
目
し
、
松
前

氏
支
配
下
の
地
域
が
日
本
の
「
内
国
」
で
な
い
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
こ
と
を
示

（
抑
）

す
と
し
て
い
る
。

〈
は
じ
め
に
〉
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
史
料
１
．
２
か
ら
松
前
氏
が
豐
臣
政
権

下
の
「
領
主
」
・
「
大
名
」
と
し
て
成
立
す
る
過
程
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
い
。

だ
が
、
後
の
時
代
か
ら
豊
臣
政
権
期
に
お
け
る
「
大
名
」
と
し
て
の
松
前
氏
の

立
場
を
位
置
づ
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
秀
吉
に
拝
謁
し
た
と
は
言
え
、
現

在
に
至
る
ま
で
豊
臣
政
権
下
で
は
正
規
の
叙
爵
や
叙
任
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
認

さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
無
高
と
い
う
特
殊
性
を
考
盧
す
る
余
り
、
豊
臣
政
権

下
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
急
ぎ
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
と

し
て
は
史
料
１
．
２
か
ら
松
前
氏
の
商
業
面
に
於
け
る
権
益
が
認
め
ら
れ
た
に

過
ぎ
ず
、
豊
臣
政
権
期
で
は
「
大
名
」
と
し
て
の
成
立
に
ま
で
つ
な
が
ら
な
い

と
考
え
る
。

む
し
ろ
「
領
主
」
・
「
大
名
」
と
し
て
成
立
す
る
画
期
は
徳
川
政
権
（
江
戸
幕

府
）
の
成
立
後
に
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
先
に
記
し
た
よ
う
に
松
前
氏

の
叙
爵
は
徳
川
政
権
に
お
い
て
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
慶
広
が
徳
川
氏
へ

（
瓠
）

積
極
的
に
接
近
を
図
っ
た
こ
と
は
、
後
世
の
編
蟇
物
で
記
さ
れ
て
い
る
。
尚
、

（
妃
）

「
松
前
」
へ
の
改
姓
は
慶
長
四
年
段
階
で
実
施
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
徳
川
氏

へ
の
接
近
に
よ
っ
て
得
た
の
が
、
次
に
あ
げ
る
徳
川
家
康
か
ら
慶
広
へ
の
黒
印

状
で
あ
る
。

【
史
料
３
一

一
、
自
諸
国
松
前
へ
出
入
者
共
志
摩
守
不
相
断
而
夷
仁
与
直
二
商
買
仕
候
義
、

可
為
曲
事
事
、

一
、
志
摩
守
二
無
断
而
令
渡
海
、
売
買
仕
候
者
、
急
度
可
致
言
上
事
、

付
、
夷
之
儀
者
何
方
へ
性
行
候
共
、
可
致
夷
次
第
事
、

一
、
對
夷
仁
、
非
分
申
懸
者
、
堅
停
止
事
、
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右
条
々
若
於
違
背
之
輩
者
、
可
処
厳
科
者
也
、
価
如
件
、

（
徳
川
家
服
）

慶
長
九
年
正
月
廿
七
日

（
黒
印
）

（
偲
）

松
前
志
摩
守
と
の
へ

史
料
３
は
、
統
一
政
権
か
ら
蝦
夷
地
支
配
を
認
め
ら
れ
て
い
く
上
で
重
要
な

史
料
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
後
同
形
式
の
「
定
」
が
歴
代
の
将
軍
か

ら
代
替
わ
り
に
際
し
て
松
前
氏
に
与
え
ら
れ
た
。
政
治
史
上
で
は
幕
藩
制
国
家

に
よ
る
蝦
夷
地
支
配
に
関
わ
る
基
本
史
料
と
言
え
る
。
そ
の
内
容
は
、
①
諸
国

か
ら
松
前
へ
出
入
り
す
る
者
（
商
人
）
は
「
志
摩
守
」
（
慶
広
）
に
断
り
無
く

「
夷
仁
」
（
ア
イ
ヌ
）
と
直
接
商
売
し
て
は
な
ら
な
い
。
②
「
志
摩
守
」
に
断
り

無
く
「
渡
海
」
し
て
商
売
す
る
者
（
商
人
）
が
い
れ
ば
、
幕
府
へ
報
告
す
る
。

（
付
帯
条
項
と
し
て
）
「
夷
仁
」
（
ア
イ
ヌ
）
が
ど
こ
へ
行
こ
う
と
も
、
「
夷
」
次

第
と
す
る
。
③
「
夷
仁
」
（
ア
イ
ヌ
）
に
対
し
て
非
分
を
申
し
か
け
る
の
は
停

止
す
る
こ
と
。

ま
ず
、
①
は
松
前
で
の
流
通
の
統
制
権
を
保
証
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る

（
斜
）

（
褐
）

（
海
保
氏
・
菊
池
勇
夫
氏
）
。
②
に
お
け
る
「
渡
海
」
と
は
松
前
以
外
の
蝦
夷
地

を
指
す
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
②
も
松
前
氏
に
対
し
て
流
通
の
統
制
権
を
与
え
た

も
の
と
評
価
さ
れ
る
。
さ
ら
に
付
帯
条
項
に
つ
い
て
は
、
松
前
氏
に
ア
イ
ヌ
の

統
制
権
が
無
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
続
く
③
は
史
料
１
に
も
見
ら
れ
る

条
項
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
史
料
１
～
３
を
概
観
し
て
み
た
が
、
改
め
て
見
え
る
の
は
、
石

高
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
蝦
夷
地
に
お
い
て
流
通
を
媒
介
に
し
、
統
一
政
権
が

蝦
夷
地
へ
の
影
響
力
を
強
め
て
い
く
姿
勢
で
あ
ろ
う
、

次
の
二
章
で
は
史
料
１
～
３
を
商
業
史
上
の
意
味
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

二
市
場
法
と
し
て
の
朱
印
状
・
黒
印
状

前
章
で
は
、
統
一
政
権
か
ら
松
前
氏
に
発
給
さ
れ
た
史
料
１
～
３
に
つ
い
て

政
治
史
上
の
側
面
か
ら
考
察
し
た
が
、
本
章
で
は
こ
れ
ら
の
史
料
を
通
じ
、
松

前
氏
の
市
場
へ
の
統
制
・
支
配
を
中
心
に
考
え
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
は
史
料

１
～
３
を
特
に
松
前
と
い
う
「
北
方
市
場
」
に
出
さ
れ
た
市
場
法
と
し
て
位
置

づ
け
た
上
で
考
え
て
い
き
た
い
（
〕

前
章
で
も
取
り
上
げ
た
が
、
松
前
氏
は
、
十
六
世
紀
前
半
に
ア
イ
ヌ
と
協
定

を
結
び
、
ア
イ
ヌ
側
に
関
銭
徴
収
権
に
相
当
す
る
も
の
を
認
め
て
い
た
。
前
章

で
も
述
べ
た
が
、
十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
前
半
ま
で
の
時
代
は
所
謂

「
和
人
」
の
勢
力
と
ア
イ
ヌ
が
抗
争
を
繰
り
広
げ
て
お
り
、
関
銭
徴
収
を
認
め

る
讓
歩
に
よ
っ
て
、
抗
争
を
終
結
さ
せ
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
讓
歩
は
、

当
該
期
に
お
い
て
関
銭
を
徴
収
で
き
る
だ
け
の
通
行
量
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定

さ
れ
よ
う
。

続
い
て
前
章
で
取
り
上
げ
た
史
料
１
～
３
に
つ
い
て
前
章
と
重
複
す
る
部
分

も
あ
る
が
、
商
業
・
経
済
上
の
側
面
か
ら
再
検
討
し
て
い
こ
う
。

ま
ず
史
料
１
か
ら
検
討
し
て
い
こ
う
。
史
料
１
は
、
統
一
政
権
が
松
前
氏
に

宛
に
発
給
し
た
初
め
て
の
文
書
と
推
定
さ
れ
る
。
史
料
１
を
獲
得
す
る
に
あ
た

り
、
松
前
氏
は
、
「
依
以
木
下
半
助
吉
政
言
上
従
諸
国
来
松
前
人
、
不
申
断
志

摩
守
狄
之
嶋
中
自
由
往
還
有
令
商
買
者
可
行
斬
罪
事
」
（
新
羅
之
記
録
）
と
言

（
妬
）

上
し
た
。
こ
れ
は
松
前
氏
に
断
ら
ず
に
蝦
夷
地
（
狄
之
鴫
）
を
往
還
す
る
者
へ

の
処
断
権
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
統
一
政
権
が
認
め
た
の

は
、
松
前
氏
に
対
し
て
松
前
に
お
け
る
船
役
の
徴
収
権
（
津
料
と
同
当
の
も
の

で
あ
ろ
う
）
で
あ
る
。
後
世
の
編
蟇
物
（
新
羅
之
記
録
）
の
記
載
を
信
頼
で
き

る
の
で
あ
れ
ば
、
明
ら
か
に
政
権
側
は
松
前
氏
の
要
求
を
拒
絶
し
た
こ
と
に
な
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ブ
（
》
○

ま
た
、
松
前
氏
が
政
権
に
蝦
夷
地
を
往
還
す
る
商
人
へ
の
統
制
権
を
望
ん
だ

こ
と
は
、
同
時
に
松
前
氏
の
蝦
夷
地
に
赴
く
商
人
に
対
す
る
統
制
力
が
未
だ
確

立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

同
時
に
史
料
１
は
発
給
の
背
景
と
合
わ
せ
て
十
六
世
紀
末
に
お
い
て
松
前
と

い
う
市
場
が
置
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て
も
示
し
て
い
る
。
①
松
前
氏
が
統
制
で

き
な
い
だ
け
の
商
人
が
蝦
夷
地
を
往
還
し
て
い
た
こ
と
（
往
還
す
る
商
人
の
多

さ
）
、
②
松
前
氏
が
船
役
徴
収
権
を
認
め
ら
れ
る
程
の
船
が
松
前
へ
来
航
し
て

い
た
こ
と
（
来
航
船
が
多
い
こ
と
）
。
③
松
前
が
流
通
の
拠
点
と
な
る
だ
け
の

港
と
し
て
確
立
し
て
い
た
こ
と
。
こ
こ
で
あ
げ
た
①
～
③
は
実
態
を
つ
か
み
に

く
い
十
六
世
紀
末
に
お
け
る
流
通
の
状
況
を
示
し
て
お
り
、
経
済
的
側
面
か
ら

の
再
分
析
も
重
視
す
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
松
前
氏
が
こ
の
史
料
１
を
求
め
た
背
景
と
し
て
、
自
身
に
商
人
に
対

す
る
統
制
力
が
無
い
た
め
、
上
位
権
力
（
豊
臣
政
権
）
に
頼
っ
た
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
も
っ
と
も
豊
臣
政
権
が
松
前
氏
の
要
求
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
こ

と
は
前
章
で
見
た
通
り
で
あ
る
。
何
故
豐
臣
政
権
が
松
前
氏
に
統
制
権
を
認
め

な
か
っ
た
理
由
は
以
下
の
二
点
が
推
定
さ
れ
る
。
①
政
権
側
が
松
前
氏
の
事

情
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
②
特
権
を
承
認
す
る
ま
で
松
前
氏
を
評
価
し
な

か
っ
た
。

そ
も
そ
も
松
前
氏
の
経
済
的
な
基
盤
は
、
漁
業
や
商
業
と
い
っ
た
非
農
業
の

分
野
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
松
前
氏
は
松
前
を
介
す
る
流
通
か
ら
利
益
を
あ

げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
来
航
船
に
対
し
て
役
を
徴
収
す
る
な
ど
の
手
段
を
取
る
の

は
自
然
な
流
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
史
料
１
は
以
前
よ
り
行
っ
て
い
た
松
前
氏

の
特
権
（
船
役
徴
収
）
を
安
堵
し
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。

次
に
史
料
２
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
章
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
巣
鷹
商
売
禁

止
の
代
わ
り
に
獲
得
し
た
朱
印
状
で
あ
る
。
こ
の
史
料
２
の
特
徴
は
、
蝦
夷
地

へ
の
来
航
船
（
商
人
）
と
ア
イ
ヌ
が
直
接
取
引
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
史
料
２
か
ら
は
統
一
政
権
が
蝦
夷
地
に
お
け
る
取
引
に
松
前
と
い
う

市
場
を
介
在
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
最

前
モ
如
被
仰
出
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
以
前
に
も
同
様
の
趣
旨
と
す
る
朱
印
状
な

ど
が
出
さ
れ
た
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
。

ま
た
史
料
２
か
ら
は
、
松
前
と
い
う
市
場
が
お
か
れ
た
状
況
も
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。
①
松
前
を
通
過
し
て
直
接
ア
イ
ヌ
と
の
取
引
を
す
る
商
人
が
多

い
こ
と
、
②
通
過
す
る
商
人
の
存
在
は
市
場
と
し
て
の
松
前
が
軽
視
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
示
す
。
①
・
②
は
松
前
氏
統
制
下
の
市
場
と
し
て
未
成
熟
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
す
。
そ
の
た
め
史
料
２
を
求
め
さ
せ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
は
史
料
１
が
松
前
氏
が
初
め
て
統
一
政
権
か
ら
得
た
も
の

と
し
て
、
研
究
者
か
ら
の
注
目
度
が
高
か
っ
た
。
こ
れ
は
江
戸
期
の
編
募
物

（
”
）

（
「
新
羅
之
記
録
」
）
で
も
注
目
し
、
「
国
政
之
御
朱
印
」
と
大
き
く
位
置
づ
け
ら

（
蛤
）

れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
史
料
２
は
注
目
さ
れ
な
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
だ
が
、
松

前
氏
に
対
し
て
商
業
上
の
統
制
権
を
認
め
た
史
料
２
も
松
前
氏
に
と
っ
て
経
済

的
な
基
盤
を
固
め
て
い
く
上
で
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
一
方
で
商
人
が
蝦
夷
地
で
ア
イ
ヌ
と
直
接
取
引
す
る
と
い
う
行
為
は
、

中
世
の
史
料
で
言
う
所
の
「
迎
買
」
に
当
た
る
行
為
で
あ
る
。
こ
の
「
迎
買
」

（
⑬
）

と
は
市
場
を
通
さ
な
い
（
市
場
を
避
け
る
）
取
引
で
あ
り
、
市
場
法
で
は
禁
止

さ
れ
た
取
引
で
あ
る
。

こ
う
し
た
松
前
を
介
さ
な
い
取
引
に
つ
い
て
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
ル
イ

ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
に
次
の
よ
う
な
報
告
し
て
い
る
《
』



功刀：中近世移行期における北方市場 (8)193

【
史
料
４
】

日
本
国
の
北
方
殆
ど
北
極
の
直
下
に
蕃
人
の
大
な
る
国
あ
り
。
彼
等
は
動
物

の
毛
皮
を
着
し
、
毛
全
身
に
生
じ
、
長
き
鬚
雷
あ
り
、
飲
ま
ん
と
欲
す
る
時

は
棒
を
以
て
其
皆
を
上
ぐ
。
甚
だ
酒
を
好
み
、
戦
闘
に
勇
猛
に
し
て
、
日
本

人
は
之
を
恐
る
。
戦
闘
中
傷
を
受
く
る
時
は
他
に
薬
を
用
ひ
ず
、
塩
水
を
以

て
之
を
洗
ふ
。
鏡
を
胸
に
懸
け
頭
に
剣
を
縛
し
、
其
先
端
は
肩
に
達
す
。
法

律
な
く
、
天
の
外
礼
拝
す
る
物
な
し
。
国
は
甚
大
に
し
て
都
よ
り
三
百
レ
グ

（
川
羽
）

（
秋
田
）

ワ
あ
り
」
彼
等
の
中
に
ゲ
ワ
の
国
の
大
な
る
町
ア
キ
タ
と
称
す
る
日
本
の
地

に
来
り
、
交
易
を
な
す
者
多
し
。
日
本
人
彼
地
に
到
る
者
あ
れ
ど
も
、
彼
等

（
郭
）

の
為
殺
さ
る
、
が
故
に
其
数
は
少
し
。（

出
刈
）

（
秋
田
）

史
料
４
は
出
羽
国
秋
田
の
士
崎
港
（
「
ゲ
ワ
の
国
の
大
な
る
町
ア
キ
タ
」
）
へ

ア
イ
ヌ
が
出
向
い
て
取
引
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
松
前
を
介
さ
な
い

取
引
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

史
料
２
で
違
法
と
さ
れ
る
ア
イ
ヌ
と
直
接
取
引
、
つ
ま
り
「
迎
買
」
は
史
料

２
に
お
け
る
松
前
を
介
さ
な
い
来
航
商
人
と
ア
イ
ヌ
の
取
引
に
相
当
す
る
。
史

料
２
は
時
代
と
し
て
は
十
六
世
紀
末
と
時
代
が
降
り
、
個
々
の
大
名
・
領
主
で

は
な
く
統
一
政
権
か
ら
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
迎
買
抑
制
の
た
め
の
市

（
副
）

場
法
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
こ
の
市
場
法
に
つ
い
て
佐
々
木
銀
弥
氏

は
、
中
世
を
通
じ
て
市
場
へ
出
さ
れ
た
制
札
（
市
場
法
）
が
、
市
場
の
治
安
・

自
由
営
業
原
則
維
持
の
明
示
か
ら
、
市
場
と
宿
場
の
振
興
、
及
び
保
護
・
統
制

に
重
点
を
置
い
た
も
の
へ
変
化
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
佐
々
木
氏
は
特

に
十
六
世
紀
後
半
以
降
の
変
化
を
重
視
し
、
市
場
法
は
特
定
の
都
市
・
市
場
だ

け
で
は
な
く
、
戦
国
大
名
の
荘
園
集
落
・
宿
場
等
の
総
合
的
な
統
制
・
掌
握
ま

で
も
視
野
に
入
れ
た
政
策
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
松
前
氏
の
市
場
へ

の
締
め
付
け
が
、
却
っ
て
迎
買
に
相
当
す
る
行
為
を
生
ん
だ
と
想
定
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。

筆
者
は
か
つ
て
領
主
と
商
人
の
関
係
か
ら
市
場
法
と
迎
買
に
つ
い
て
検
討
し

（
認
）

た
が
、
迎
買
と
い
う
現
象
を
市
場
へ
の
制
約
や
取
り
締
ま
り
に
対
す
る
商
人
が

引
き
起
こ
し
た
反
発
と
位
置
づ
け
た
。
こ
う
し
た
商
人
側
の
反
発
へ
の
対
応
と

し
て
、
領
主
側
が
規
制
を
緩
め
た
り
、
新
市
場
を
設
置
し
た
り
す
る
こ
と
は
戦

国
期
（
中
世
末
期
）
に
お
い
て
市
場
へ
人
や
荷
を
集
め
る
た
め
に
そ
れ
相
応
の

政
策
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
尚
、
戦
国
期
の
市
場
に
つ
い
て
桜

（
刃
）

井
英
治
氏
は
、
領
主
が
市
場
に
財
源
を
追
求
す
れ
ば
、
商
人
は
市
に
寄
り
つ
か

な
く
な
り
、
市
の
衰
退
を
招
い
て
し
ま
う
構
造
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
以
上
に
述
べ
た
市
場
の
現
象
は
史
料
１
．
２
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
史
料
１
．
２
を
通
じ
て
見
え
る
の
は
、
市
場
へ
の
介
入
（
役
の
徴
収

と
統
制
）
し
な
が
ら
も
、
十
六
世
紀
末
に
は
松
前
氏
に
よ
る
支
配
・
流
通
統
制

は
安
定
を
み
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
史
料
１
．
２
を
通
じ
て
見
え
て
く
る
松
前
氏
の
姿
は
、
一
定
規

模
を
支
配
す
る
領
主
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
松
前
と
い
う
港
を
統
括
し
、
流
通

を
支
配
す
る
「
問
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
方
が
近
い
。
「
問
」
の
性
格
は
、
宇

佐
見
隆
之
氏
の
見
解
に
従
え
ば
、
港
津
に
位
置
し
、
年
貢
の
運
搬
業
務
だ
け
で

は
な
く
港
湾
税
の
徴
収
ま
で
取
り
仕
切
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
年
貢
の
み

で
は
な
く
港
津
を
通
過
す
る
物
資
全
て
が
問
の
介
入
無
し
に
取
引
さ
れ
る
こ
と

（
別
）

は
無
か
っ
た
と
し
て
い
る
ｐ

こ
う
し
た
「
問
」
の
性
質
を
踏
ま
え
れ
ば
、
松
前
氏
も
「
問
」
に
通
じ
る
部

分
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
史
料
１
．
２
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
松
前
氏
は
、
松
前

と
い
う
港
に
お
い
て
船
役
と
い
う
形
で
港
湾
税
を
徴
収
し
、
松
前
を
媒
介
に
し
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て
行
き
交
う
荷
を
管
理
し
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
松
前
氏
が
豊
臣
政
権
に

商
業
上
に
お
け
る
統
制
権
の
確
保
、
商
業
上
の
利
益
確
保
を
求
め
た
こ
と
は
、

十
六
世
紀
末
に
お
い
て
、
問
と
し
て
の
経
営
に
問
題
が
出
て
き
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
よ
う
。

松
前
氏
の
「
問
」
と
し
て
の
側
面
か
ら
考
え
れ
ば
、
豊
臣
政
権
と
松
前
氏
の

関
係
は
上
位
権
力
（
政
権
）
と
領
主
の
関
係
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
上
位
権
力

（
政
権
）
と
特
権
商
人
と
の
関
係
に
近
い
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
松
前
氏
の

商
人
的
側
面
に
つ
い
て
、
蝦
夷
地
と
の
独
占
的
交
易
権
を
許
可
さ
れ
た
特
権
的

（
弱
）

大
商
人
（
初
期
豪
商
）
と
す
る
海
保
氏
の
位
置
づ
け
は
改
め
て
評
価
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
近
世
的
な
初
期
豪
商
と
い
う
よ
り
も
松
前
と
い
う
市

場
と
そ
の
地
の
流
通
を
管
理
し
、
迎
買
の
影
響
を
受
け
る
姿
は
中
世
（
戦
国
期

以
前
）
の
商
人
に
近
い
。
筆
者
は
、
豐
臣
政
権
下
に
お
け
る
松
前
氏
は
松
前
と

い
う
市
場
（
港
）
を
拠
点
と
す
る
中
世
的
な
「
問
」
と
し
て
の
性
格
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

さ
ら
に
史
料
３
に
移
ろ
う
。
史
料
３
は
徳
川
政
権
か
ら
得
た
黒
印
状
で
あ

る
。
こ
の
史
料
に
お
い
て
も
商
業
上
に
お
け
る
統
制
権
の
保
障
が
中
心
と
な
っ

て
い
る
。

第
一
条
に
あ
る
「
志
摩
守
不
相
断
而
夷
仁
与
直
二
商
買
仕
候
義
」
と
は
松
前

氏
を
介
さ
な
い
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
取
引
を
指
し
、
禁
じ
て
い
る
。
こ
の
条
項

は
、
史
料
２
に
お
け
る
「
夷
江
直
不
可
相
付
候
」
を
引
き
継
い
だ
も
の
と
み
ら

れ
る
ｃ次

の
第
二
条
に
あ
る
「
志
摩
守
二
無
断
而
令
渡
海
、
売
買
仕
候
者
」
は
、
松

前
氏
の
許
可
無
く
蝦
夷
地
へ
赴
く
こ
と
禁
じ
て
い
る
。
こ
れ
も
松
前
氏
を
介
さ

な
い
取
引
を
規
制
し
、
史
料
２
に
お
け
る
「
夷
江
直
不
可
相
付
候
」
を
一
部
引

き
継
ぐ
も
の
と
み
ら
れ
る
。
尚
、
付
帯
条
項
に
あ
る
「
付
、
夷
之
儀
者
何
方
へ

性
行
候
共
、
可
致
夷
次
第
事
、
」
と
は
史
料
４
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
ア
イ
ヌ
に

対
し
て
自
由
な
商
業
活
動
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り

第
二
条
で
規
制
し
て
い
る
の
は
本
州
か
ら
来
航
す
る
商
人
で
あ
ろ
う
。
こ
の
付

帯
条
項
で
は
ア
イ
ヌ
の
往
来
を
保
障
し
て
い
る
が
、
前
章
で
も
紹
介
し
た
よ
う

に
「
新
羅
之
記
録
」
に
お
い
て
史
料
１
を
得
た
慶
広
は
、
ア
イ
ヌ
に
対
し
て
自

ら
の
統
制
下
に
服
す
る
よ
う
に
桐
喝
し
て
い
る
。
だ
が
、
第
二
条
の
付
帯
条
項

を
見
る
限
り
、
洞
喝
に
さ
ほ
ど
の
効
力
は
無
か
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
二
つ
の
条
項
か
ら
次
の
二
点
が
確
認
で
き
る
“
①
慶
長
九
年
の

段
階
に
お
い
て
も
松
前
氏
を
介
さ
な
い
取
引
（
迎
買
）
が
発
生
し
て
い
る
こ

と
、
②
こ
う
し
た
取
引
の
存
在
は
、
松
前
氏
の
商
業
上
の
統
制
力
が
不
充
分
で

あ
る
。
こ
れ
ら
二
点
の
事
項
は
、
い
ず
れ
も
史
料
１
．
２
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。

も
と
よ
り
松
前
氏
の
統
制
力
に
限
界
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ま
で
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
松
前
氏
の
市
場
に
対
す
る
統
制
力
に
つ
い
て

の
検
討
は
少
な
く
、
今
後
は
改
め
て
商
業
的
な
側
面
か
ら
の
検
討
も
必
要
と
な

ろ
う
。以

上
、
史
料
１
～
３
に
つ
い
て
商
業
上
の
側
面
か
ら
再
検
討
を
試
み
た
。
経

済
基
盤
の
大
部
分
を
商
業
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
松
前
氏
に
と
っ
て
上

位
権
力
（
統
一
政
権
）
か
ら
商
業
上
の
統
制
権
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
経
済
的

基
盤
の
確
立
を
目
指
し
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
史
料
１
～
３
を
通
じ
て

領
主
制
の
展
開
だ
け
で
は
な
く
、
松
前
氏
の
商
業
上
の
統
制
力
と
市
場
の
状
況

を
検
討
し
た
の
で
あ
る
。
本
章
で
再
三
述
べ
た
よ
う
に
松
前
氏
は
松
前
と
い
う

港
に
お
け
る
「
問
」
と
し
て
の
性
格
が
あ
り
、
史
料
１
～
３
か
ら
中
世
・
戦
国

以
前
の
市
場
法
的
な
性
格
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
章
で
は
松
前
氏
と
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三
商
人
と
松
前
市
場

前
章
ま
で
は
統
一
政
権
か
ら
発
給
さ
れ
た
史
料
に
注
目
し
、
検
討
を
進
め
た

が
、
本
章
で
は
松
前
氏
が
発
給
し
た
史
料
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
ら
の
多
く

は
、
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
再
検
討
を
行
う
こ
と
で
当
該
期
の
市
場
に
つ

い
て
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

〈
は
じ
め
に
〉
で
も
取
り
上
げ
た
が
、
中
近
世
移
行
期
に
お
い
て
特
権
商
人

と
し
て
活
動
し
た
の
が
初
期
豪
商
と
称
さ
れ
る
商
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
等
初

期
豪
商
の
活
動
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
の
が
、
文
禄
・
慶
長
期
（
一
五
九
二
～

一
六
○
○
）
で
の
秋
田
（
安
東
）
氏
に
関
わ
る
畿
内
へ
の
材
木
輸
送
で
あ
る
：

こ
れ
は
伏
見
城
な
ど
の
普
請
に
際
し
、
秋
田
か
ら
畿
内
へ
の
材
木
輸
送
で
あ

（
毒
ｗ
）る

。
こ
れ
に
は
敦
賀
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
海
各
地
の
港
の
廻
船
業
者
（
初
期

豪
商
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
）
が
輸
送
の
担
い
手
と
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
越
前
国
敦
賀
の
廻
船
業
者
に
松
前
慶
広
か
ら
発
給
さ
れ
た
文
書
か
ら
見

て
い
こ
』
っ
。

一
史
料
５
】尚

々
任
見
來
昆
布
拾
駄
御
音
信
計
二
候
、

船
御
下
候
二
付
而
、
大
鐵
炮
送
給
候
、
萬
々
畏
入
候
、
其
以
來
者
不
懸
御

目
、
御
床
布
存
候
、
今
度
大
風
吹
候
而
、
船
共
破
損
候
へ
共
、
貴
所
之
船
無

何
事
候
儀
、
可
為
御
大
慶
候
、
此
節
何
に
て
も
不
及
馳
走
、
失
本
意
候
、
何

様
不
斗
以
面
可
申
承
候
、
恐
々
謹
言
、

八
月
十
九
日

松
前
志
摩
守

慶
広
（
花
押
）

（
艶
）

初
期
豪
商
に
代
表
さ
れ
る
商
人
と
の
関
係
を
見
て
い
き
た
い
。

九
年
以
前
と
推
定
さ
れ
る
。
宛
所
に
あ
る
「
越
後
屋
兵
太
郎
」
（
史
料
上
で
は

他
に
川
舟
兵
太
郎
の
名
乗
り
が
確
認
さ
れ
る
）
は
敦
賀
の
初
期
豪
商
と
し
て
知

（
弱
）

ら
れ
る
道
川
家
を
出
し
た
川
舟
座
の
出
身
と
さ
れ
て
い
る
、
越
後
屋
は
敦
賀
の

領
主
大
谷
氏
か
ら
諸
役
免
除
（
地
子
や
町
へ
の
役
）
を
は
じ
め
と
す
る
特
権
を

（
帥
）
（
ａ
）

得
て
お
り
、
朝
鮮
の
出
兵
の
際
に
は
輸
送
に
動
員
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事

例
よ
り
越
後
屋
（
川
舟
兵
太
郎
）
は
、
同
じ
敦
賀
の
初
期
豪
商
と
し
て
知
ら
れ

（
舵
）

る
道
川
氏
や
高
嶋
屋
（
小
宮
山
氏
）
と
同
様
の
廻
船
業
者
と
言
え
よ
う
。
こ
の

史
料
５
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
、
①
越
後
屋
が
鉄
砲
を
輸
送
し
た
こ
と
、
②
慶

広
と
越
後
屋
の
面
会
（
「
其
以
来
者
不
懸
御
目
」
）
、
③
音
信
と
し
て
慶
広
か
ら

蝦
夷
地
で
の
昆
布
を
贈
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
で
あ
る
。
①
で
あ
げ
た
鉄
砲
に
つ

い
て
は
、
越
後
屋
が
入
手
も
担
当
し
た
の
か
、
輸
送
の
み
を
担
当
し
た
か
は
不

明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
輸
送
ル
ー
ト
と
し
て
敦
賀
発
の
日
本
海
経
由
で
あ
っ
た

こ
と
、
松
前
氏
の
軍
事
力
強
化
に
越
後
屋
が
協
力
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
越
後
屋
が
松
前
氏
か
ら
い
か
な
る
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
か
は
不
明
で

あ
る
が
、
音
信
を
交
わ
し
武
器
の
輸
送
に
携
わ
る
な
ど
結
び
つ
き
が
確
認
さ
れ

し
‐
《
、
句
ノ
○

次
に
同
じ
敦
賀
の
事
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

【
史
料
６
】

御
舟
罷
上
候
条
、
一
書
申
入
候
、
然
者
為
御
音
信
三
種
送
給
候
、
是
式
二
候

へ
と
も
、
昆
布
廿
駄
・
塩
曵
十
尺
令
進
覧
候
、
尚
船
頭
可
被
申
候
、
恐
々
謹
言
、

八
月
廿
九
日

（
公
廣
）

松
前
志
摩
守
志
摩
守
（
花
押
）

（
銘
）

越
後
屋
兵
太
郎
殿
参
御
報

史
料
５
は
年
代
が
不
明
で
あ
る
が
、
慶
長
四
年
か
ら
伊
豆
守
任
官
以
前
の
同
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（
“
）

田
中
長
介
殿
御
報

史
料
６
は
慶
広
の
孫
（
盛
広
の
子
）
で
あ
る
公
広
に
よ
る
敦
賀
の
田
中
長
介

に
対
す
る
音
信
で
あ
る
（
年
代
は
不
明
）
。
こ
の
田
中
長
介
の
先
祖
に
あ
た
る

田
中
清
六
は
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
頃
か
ら
鷹
の
商
売
の
た
め
奥
羽
に
往

来
し
、
中
央
政
権
と
奥
羽
諸
大
名
と
の
取
次
人
と
し
て
の
活
動
が
指
摘
さ
れ
て

（
“
）

い
る
。
続
い
て
慶
長
四
年
に
は
豊
臣
政
権
の
五
大
老
の
一
人
で
あ
る
徳
川
家
康

（
鴎
）

か
ら
北
国
中
の
諸
浦
で
の
諸
役
を
免
除
さ
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の
特
権
は
翌
年
正

（
髄
）

月
、
豊
臣
氏
の
奉
行
人
か
ら
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
清
六
は
、
関
ケ
原
の

（
厩
）

戦
い
後
、
一
時
佐
渡
の
奉
行
を
務
め
た
。
そ
の
後
の
清
六
に
つ
い
て
は
不
明
な

点
も
多
い
が
、
家
康
か
ら
認
め
ら
れ
た
北
国
諸
浦
で
の
特
権
を
維
持
し
つ
つ
敦

賀
を
拠
点
に
廻
船
業
を
営
ん
で
い
た
よ
う
で
、
伝
馬
二
匹
を
免
除
さ
れ
る
な
ど

（
錦
）

の
特
権
を
得
て
い
る
。
後
に
田
中
氏
は
、
二
家
に
別
れ
、
敦
賀
と
京
都
に
そ
れ

（
的
）

ぞ
れ
分
か
れ
た
が
、
敦
賀
の
田
中
氏
は
九
兵
衛
を
名
乗
っ
て
い
る
。

史
料
６
の
み
で
は
田
中
氏
と
松
前
氏
の
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
残

る
。
松
前
氏
と
田
中
氏
の
接
点
を
求
め
れ
ば
、
田
中
氏
の
商
業
活
動
の
内
、
渭

六
が
鷹
の
商
売
に
関
わ
っ
た
こ
と
は
鷹
を
特
産
品
と
し
た
松
前
と
の
接
点
を
想

起
さ
せ
る
。
ま
た
越
後
屋
と
同
様
に
い
か
な
る
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
か
は

不
明
だ
が
、
「
御
舟
罷
上
候
条
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
田
中
氏
所
有
の
船
が
松
前

へ
来
航
し
た
実
績
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
微
細
な
事
例
で
は
あ
る
が
、
敦
賀
ｌ
松
前
間
の
往
来
を
す
る

商
人
と
松
前
氏
と
の
結
び
つ
き
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
越
後
屋
・
田
中
氏

両
者
と
も
松
前
氏
か
ら
与
え
ら
れ
た
具
体
的
な
特
権
に
つ
い
て
は
、
不
明
な
点

が
残
る
。
し
か
し
、
同
じ
敦
賀
の
道
川
氏
の
場
合
、
南
部
氏
よ
り
慶
長
五
年

（
加
）

（
一
六
○
○
）
に
領
内
の
港
に
お
け
る
津
料
の
免
除
を
獲
得
し
て
お
り
、
越
後

屋
・
田
中
氏
も
同
種
の
特
権
（
津
料
免
除
）
を
獲
得
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
特
権
を
与
え
た
場
合
、
先
の
史
料
１
で
あ
げ
た
松
前
氏
に
と
っ
て
は

統
一
政
権
か
ら
認
め
ら
れ
た
利
権
の
一
つ
で
あ
っ
た
は
ず
の
津
料
（
船
役
）
の

徴
収
を
放
棄
し
た
形
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
松
前
氏
と
敦
賀
の
商
人
と
の
関
係
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
れ
で
は
別
の
都
市
に
お
け
る
事
例
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
続
い
て
あ
げ
る

の
は
新
潟
の
事
例
で
あ
る
。
新
潟
と
松
前
間
の
海
運
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に

（
汀
）

も
小
村
弍
氏
が
新
潟
側
の
視
点
か
ら
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
松

前
氏
側
か
ら
の
視
点
で
検
討
し
て
い
こ
う
。

｛
史
料
７
一

新
潟
石
井
彦
五
郎
殿
舟
、
年
々
罷
下
候
者
、
於
松
前
禮
儀
役
等
可
指
置
候
、

簑
許
に
て
親
子
御
懇
精
に
と
此
由
甚
五
郎
に
爲
申
聞
随
身
馳
走
可
仕
候
、
以

上
、

慶
長
四
年
松
前
志
摩
守

慶
広
（
花
押
）

拾
月
十
日

（
翅
）

小
林
宗
右
衛
門
殿

（
だ
）

史
料
７
は
戦
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
新
潟
市
史
』
で
紹
介
さ
れ
、
戦
後
に
海
保

（
別
）

氏
も
慶
広
の
発
給
文
書
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
て
お
り
、
松
前
氏
と
商
人
と

の
関
係
を
示
す
一
例
と
さ
れ
て
い
る
。

史
料
７
で
は
石
井
彦
五
郎
の
船
に
対
し
て
松
前
に
お
け
る
礼
儀
役
を
免
除
す

る
と
約
束
し
て
い
る
。
こ
の
史
料
７
に
見
ら
れ
る
石
井
彦
五
郎
は
、
慶
長
三
年

（
だ
）

（
一
五
九
八
）
に
は
秋
田
氏
に
よ
る
材
木
輸
送
に
従
事
し
て
お
り
、
松
前
氏
は

そ
の
輸
送
力
に
着
目
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
史
料
中
に
あ
る
「
礼
儀
役
」
と
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は
何
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
村
氏
は
ア
イ
ヌ
語
の
「
ウ
ム
シ
ュ
」
か
ら

（
稲
）

交
易
に
必
要
な
贈
り
物
の
意
と
し
て
い
る
が
、
史
料
７
で
主
要
な
話
題
と
さ
れ

て
い
る
の
は
船
の
来
航
そ
の
も
の
で
あ
り
、
「
礼
儀
役
」
と
は
船
が
入
港
す
る

際
に
負
担
す
る
津
料
を
指
す
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
慶
広
は
津
料

の
免
除
と
引
き
換
え
に
実
績
の
あ
る
商
人
を
呼
び
込
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

ブ
（
》
○

こ
う
し
た
松
前
氏
の
誘
致
政
策
は
同
じ
越
後
国
内
に
お
け
る
次
の
二
点
の
史

料
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
史
料
８
］尚

々
来
春
我
等
自
然
遅
可
罷
下
候
、
御
舟
早
々
御
下
可
被
成
候
、
役
等

松
前
江
船
下
候
者
、
諸
役
等
用
捨
可
申
候
、
御
子
息
成
共
小
方
衆
成
共
御
下

可
有
候
、
相
応
之
馳
走
可
申
候
也
、

（
護
広
力
）

九
月
十
二
日

松
前
若
狭
（
花
押
）

（
泊
）

大
島
九
右
衛
門
尉
殿
ま
い
る

史
料
８
に
あ
る
「
志
ゐ
や
」
と
は
海
保
氏
に
よ
れ
ば
、
越
後
国
刈
羽
郡
椎

谷
（
堀
氏
の
陣
所
）
を
指
す
と
い
う
。
ま
た
年
代
は
史
料
７
と
同
時
期
（
慶
長

志
ゐ
や

（
一
″
）

藤
屋
殿

【
史
料
９
］ 之

儀
可
指
置
候
問
、
此
虎
船
頭
二
御
下
可
有
之
候
、
以
上
、

馬
四
シ
御
か
し
候
而
御
懇
情
之
儀
吉
入
候
、
以
来
春
舟
御
下
向
被
成
候
、

中
相
当
之
儀
不
可
有
疎
意
之
由
、
松
前
へ
可
申
下
候
、
恐
々
謹
言
、

（
慶
長
四
年
力
）

拾
月
十
二
日

松
前
志
摩

慶
広
（
花
押
） 鴫’

４
年
）
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
史
料
８
で
は
「
嶋
中
相
当
之
儀
不
可
有
疎
意
之

由
」
・
「
役
等
之
儀
可
指
置
」
（
い
ず
れ
も
傍
線
部
・
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
）

と
い
う
特
権
を
与
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
松
前
領
内
（
蝦
夷
地
）
で
の
通
行
の

自
由
、
津
料
に
関
係
な
く
出
入
り
が
で
き
る
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
「
藤
屋
」
に
つ
い
て
関
連
史
料
が
無
い
た
め
、
藤
屋
の
活
動
に
つ
い
て

は
不
明
で
あ
る
。

続
い
て
史
料
９
は
越
後
国
西
頚
城
郡
能
生
に
お
い
て
肝
煎
を
務
め
た
大
島
家

に
与
え
ら
れ
た
盛
広
の
書
状
で
あ
る
。
大
島
氏
は
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
に

（
刃
）

秋
田
実
季
よ
り
八
○
○
石
積
み
の
諸
役
を
免
許
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
免
許

の
付
与
よ
り
大
島
氏
は
船
を
所
持
し
商
業
活
動
に
も
従
事
し
て
い
た
こ
と
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
松
前
江
船
下
候
者
、
諸
役
等
用
捨
可
申
候
」
（
傍
線

部
）
と
あ
り
、
松
前
へ
船
を
来
航
さ
せ
れ
ば
諸
役
を
免
除
・
馳
走
す
る
こ
と
を

約
束
し
て
い
る
。

史
料
８
．
９
は
い
ず
れ
も
商
人
に
対
し
て
松
前
へ
の
来
航
を
促
す
も
の
で
あ

る
。
松
前
へ
の
来
航
に
対
す
る
見
返
り
と
し
て
津
料
な
ど
の
役
を
免
除
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
り
、
両
者
と
も
以
前
に
は
、
松
前
へ
来
航
し
た
実
績
は
無
か
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
。
松
前
氏
と
し
て
は
新
規
に
商
人
を
誘
致
し
た
形
と
な
る
。

本
章
に
お
い
て
こ
こ
ま
で
と
り
あ
げ
た
事
例
は
、
い
ず
れ
も
松
前
氏
が
松
前

へ
の
来
航
を
促
す
た
め
に
商
人
た
ち
へ
特
権
（
役
の
免
除
）
を
与
え
た
事
例
で

あ
る
。
こ
う
し
た
特
権
は
、
負
担
が
減
る
こ
と
で
商
人
に
と
っ
て
は
一
定
の
利

益
を
あ
ら
か
じ
め
見
込
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
逆
に
そ
の
よ
う
な
特

権
が
無
い
場
合
、
い
か
な
る
事
態
が
待
ち
受
け
て
い
る
か
｛
．
次
に
あ
げ
る
の
は

（
帥
）

商
売
の
失
敗
事
例
と
し
て
永
原
慶
二
氏
が
指
摘
し
た
事
例
で
あ
る
。

【
史
料
相
】
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二
月
朔
日

久
次
（
略
押
）

（
釦
）

時
国
藤
左
衛
門
様
参

史
料
皿
は
『
時
国
家
文
書
』
に
所
収
が
さ
れ
て
お
り
、
分
立
す
る
以
前

の
文
書
で
あ
る
〔
上
時
国
と
下
時
国
の
二
家
に
分
立
し
た
の
は
寛
永
十
一
年

（
一
六
三
四
己
。
時
国
家
は
大
土
地
経
営
と
北
前
船
に
よ
る
海
運
業
で
知
ら
れ

る
が
、
史
料
岨
は
近
世
初
期
の
事
例
と
な
る
。
史
料
川
で
は
船
頭
兼
商
人
と
考

え
ら
れ
る
久
次
と
い
う
人
物
が
、
松
前
で
仕
入
れ
た
昆
布
・
干
魚
が
敦
賀
で
売

れ
ず
、
最
終
的
に
取
引
に
失
敗
し
て
い
る
。
こ
の
時
久
次
は
自
分
の
子
を
下
人

に
差
し
出
す
こ
と
で
許
し
を
願
い
出
て
い
る
。

こ
の
史
料
Ⅲ
に
つ
い
て
泉
雅
博
氏
は
中
近
世
移
行
期
の
日
本
海
廻
船
発
展
的

（
敬
賀
）

一
筆
申
上
候
、
去
年
御
船
荷
物
ヲ
請
取
敦
か
に
て
も
左
門
に
て
参
り
候
へ
と

（
松
前
）

お
や
ち
さ
ま
御
意
候
所
ヲ
我
等
以
分
別
ヲ
枩
前
へ
罷
下
り
商
内
悪
布
仕
、
其

上
昆
布
つ
め
ヲ
き
ら
七
、
其
上
昆
布
干
う
を
の
こ
か
す
ぬ
す
ミ
と
り
申
候
二

付
而
敦
か
に
て
う
れ
不
申
、
大
津
・
京
・
大
坂
迄
爲
御
登
候
へ
者
、
た
ち
ん

う
ん
ち
ん
遣
過
分
二
か
、
り
申
候
二
付
而
手
と
り
な
し
二
罷
成
候
、
過
分
之

銀
子
我
、
わ
き
ま
へ
申
は
っ
に
て
候
所
二
銀
子
不
罷
成
候
、
故
御
せ
い
は
い

二
相
極
候
所
ヲ
、
南
山
殿
・
柴
草
や
殿
・
久
助
殿
・
次
左
衛
門
殿
奉
頼
様
、

御
わ
ひ
を
申
上
候
所
二
、
御
ゆ
る
し
被
成
候
儀
、
恭
奉
存
候
、
其
御
礼
と
し

て
毎
年
我
等
二
被
下
候
給
分
之
田
当
年
之
御
年
貢
米
世
間
な
ミ
次
第
二
計
可

申
上
候
、
又
我
等
の
子
と
も
四
人
な
か
ら
御
ふ
た
い
二
永
代
御
め
し
つ
か
い

可
被
成
候
、
何
か
と
申
儀
ハ
申
上
間
敷
候
、
其
上
き
ん
へ
ん
へ
御
め
し
よ
せ

ら
れ
い
か
様
共
御
遣
可
被
成
候
、
其
時
一
言
之
子
細
申
上
間
敷
候
、
価
而
為

後
日
状
如
件
、

元
和
五
年

（
鯉
）

側
面
を
重
視
し
て
い
る
一
方
で
永
原
氏
に
よ
る
指
摘
は
、
取
引
の
失
敗
と
い
う

現
象
か
ら
こ
の
時
期
に
お
け
る
廻
船
の
活
動
を
素
朴
で
危
険
を
有
す
る
と
評
価

し
て
い
る
。
確
か
に
永
原
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
こ
の
事
例
か
ら
日
本
海
の
交
易

は
安
定
し
て
お
ら
ず
、
廻
船
が
単
純
に
発
展
し
た
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、

特
権
（
津
料
免
除
な
ど
）
に
頼
ら
ず
に
松
前
へ
来
航
す
る
商
人
の
登
場
は
、
市

場
と
し
て
松
前
が
活
性
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
一
つ
の
証
左
で
あ
る
“
本
章

で
取
り
上
げ
た
事
例
は
い
ず
れ
も
特
権
に
よ
っ
て
松
前
へ
の
来
航
を
促
す
も
の

で
あ
っ
た
か
ら
、
史
料
皿
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
特
権
が
無
く
て
も
来
航
す
る
商

人
こ
そ
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
史
料
川
に
見
ら
れ
る
商

人
の
登
場
が
北
方
市
場
に
と
っ
て
新
し
い
局
面
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
、
三
章
に
わ
た
り
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
松
前
氏
関
係
の
史
料
に
つ

い
て
経
済
史
側
面
か
ら
の
評
価
を
試
み
、
中
近
世
移
行
期
の
市
場
・
流
通
支
配

に
つ
い
て
検
討
し
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
史
料
は
、
い
ず
れ
も
紹
介
済
み
の

も
の
が
多
い
が
、
政
治
史
上
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
史
料
に
つ
い
て
経
済
的
な
側

面
か
ら
再
検
討
し
、
海
運
と
い
っ
た
交
通
史
上
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多

い
史
料
と
合
わ
せ
て
考
察
を
試
み
た
。

松
前
氏
の
場
合
、
統
一
政
権
（
豊
臣
・
徳
川
）
に
接
近
す
る
こ
と
で
松
前
支

配
の
立
場
を
固
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
支
配
と
は
流
通
・
市
場
の
統

制
・
支
配
で
あ
る
。
そ
の
統
制
・
支
配
に
従
わ
な
い
者
（
迎
買
を
す
る
商
人
）

に
対
す
る
処
断
権
を
統
一
政
権
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
第
二
章
で
見
た
よ
う
に

〈
お
わ
り
に
〉
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（
鯛
）

こ
う
し
た
松
前
氏
に
よ
る
市
場
の
支
配
・
流
通
統
制
は
常
に
ジ
レ
ン
マ
を
抱

え
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
第
二
章
で
示
し
た
よ
う
に
統
一
政
権
に
接
近
し
て
得

た
朱
印
状
は
単
純
な
領
主
権
の
拡
張
と
言
う
よ
り
は
、
来
航
す
る
商
人
を
把
握

で
き
な
い
状
態
を
如
何
に
解
消
す
る
か
に
苦
心
し
て
い
る
状
況
も
示
す
の
で
あ

ブ
（
》
○

こ
の
状
態
を
解
消
し
た
指
標
の
一
つ
と
な
る
の
が
、
寛
永
七
年
に
松
前
藩
が

（
斜
）

設
置
し
た
沖
之
口
番
所
に
よ
る
「
沖
之
口
役
」
徴
収
で
あ
る
。
こ
の
「
沖
之
口

役
」
は
津
料
（
史
料
１
に
お
け
る
船
役
）
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
役

の
徴
収
は
、
収
入
を
放
棄
し
て
ま
で
誘
致
し
な
く
て
も
、
船
が
来
航
す
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
尚
、
十
七
世
紀
前
半
の
蝦
夷
地
に
つ
い
て
外
国
人
の
見
聞
と

し
て
、
慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）
に
徳
川
家
康
と
会
見
し
た
イ
ギ
リ
ス
東
イ

ン
ド
会
社
の
司
令
官
セ
ー
リ
ス
は
、
松
前
以
外
の
地
で
は
住
居
も
な
く
貿
易
も

（
弱
）

な
い
と
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
「
貿
易
も
な
い
」
と
い
う
部
分
は
松
前
で
の
取

引
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
一
部
商
人
へ
の
優
遇
策
（
特
権
付
与
）
は
、
「
沖
之
口

役
」
徴
収
に
至
る
ま
で
の
過
渡
的
な
も
の
と
の
評
価
に
な
る
。
だ
が
、
そ
の
前

提
と
な
る
松
前
氏
の
管
理
・
統
制
が
及
ば
な
い
市
場
の
状
況
は
、
中
世
の
段
階

か
ら
続
い
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
松
前
氏
が
得
た
統
一
政
権
か
ら
得

（
統
一
政
権
か
ら
の
徴
収
力

来
航
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

松
前
氏
が
求
め
た
権
限
は
中
世
末
期
に
お
い
て
座
・
問
が
領
主
か
ら
得
た
権
限

に
似
て
お
り
、
第
二
章
に
於
い
て
松
前
氏
を
「
問
」
と
位
置
づ
け
た
事
も
そ
こ

に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
統
制
と
支
配
を
強
め
れ
ば
来
航
す
る
商
人
は

増
加
し
な
い
の
で
あ
り
、
自
分
た
ち
に
と
っ
て
収
入
源
で
あ
る
は
ず
の
津
料

（
統
一
政
権
か
ら
の
徴
収
を
認
め
ら
れ
た
）
を
放
棄
し
て
ま
で
（
特
権
付
与
）

た
朱
印
状
（
史
料
１
～
３
）
は
中
世
以
来
の
問
題
が
解
消
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
を
示
す
。
こ
う
し
た
評
価
に
至
る
の
は
当
然
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
政
治

史
か
ら
の
分
析
が
中
心
で
あ
っ
た
史
料
に
対
し
、
経
済
・
流
通
の
側
面
か
ら
の

検
討
は
、
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
市
場
の
一
面
を
と
ら
え
る
こ
と
に
つ
な
が

る
。
今
後
も
多
く
の
事
例
に
つ
い
て
の
検
討
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

《
汪

（
１
）
主
な
論
考
と
し
て
以
下
に
あ
げ
る
。
海
保
嶺
夫
「
統
一
政
権
下
の
松
前
藩
」

（
以
下
「
Ａ
文
献
」
と
す
る
）
・
「
戦
国
末
～
近
世
初
期
の
松
前
（
蠣
崎
）
氏
の

動
向
ｌ
藩
主
一
族
書
状
を
中
心
に
ｌ
」
（
以
下
「
Ｂ
文
献
」
と
す
る
）
「
近
世

蝦
夷
地
成
立
史
の
研
究
』
（
三
一
書
房
一
九
七
八
）
、
同
「
中
世
蝦
夷
地
の
終

焉
」
『
中
世
の
蝦
夷
地
」
（
吉
川
弘
文
館
一
九
八
七
）
（
以
下
「
Ｃ
文
献
」
と

す
る
）
。
紙
屋
敦
之
「
幕
藩
制
国
家
の
蝦
夷
地
支
配
」
含
思
想
」
七
九
六
岩

波
書
店
一
九
九
○
年
十
月
）
、
同
「
日
本
近
世
の
統
一
と
燵
靱
」
（
田
中
健
夫

編
『
日
本
前
近
代
の
国
家
と
対
外
関
係
』
所
収
吉
川
弘
文
館
一
九
八
七
）
。

代
表
的
な
自
治
体
史
と
し
て
は
北
海
道
編
集
・
発
行
「
北
海
道
史
第
二
巻

（
通
説
１
こ
（
一
九
七
○
）
。

（
２
）
檜
山
安
東
氏
は
か
っ
て
日
本
海
海
運
の
要
衝
で
あ
り
、
「
廻
船
式
目
」
で
三
津

七
湊
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
た
十
三
湊
（
現
在
の
青
森
県
五
所
川
原
市
、
旧
北
津

軽
郡
市
浦
村
）
を
拠
点
に
蝦
夷
地
に
ま
で
勢
力
を
広
げ
て
い
た
。
十
五
世
紀
半

ば
に
南
部
氏
と
の
抗
争
に
敗
れ
、
蝦
夷
地
を
経
て
、
出
羽
国
檜
山
（
現
在
の
秋

田
県
能
代
市
）
へ
移
っ
た
。
そ
の
後
も
松
前
（
蠣
崎
）
氏
を
通
じ
て
蝦
夷
地

に
影
響
力
を
持
っ
た
。
安
東
氏
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
巌
「
蝦
夷
安
東
氏
小
論
」

（
「
歴
史
評
論
』
第
四
三
四
号
一
九
八
六
）
、
同
「
ひ
の
も
と
将
軍
覚
書
」
（
小

川
先
生
の
古
希
記
念
論
集
を
刊
行
す
る
会
編
「
日
本
中
世
政
治
社
会
の
研
究
』

所
収
続
群
書
類
従
刊
行
会
一
九
九
一
）
、
同
「
戦
国
大
名
下
国
愛
季
覚
書
」
（
羽
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下
徳
彦
編
『
北
日
本
中
世
史
の
研
究
一
所
収
吉
川
弘
文
館
一
九
九
○
）
等
を

参
照
。

（
３
）
註
１
の
Ｃ
文
献
参
照
。

（
４
）
当
初
の
慶
広
の
官
途
名
は
「
民
部
大
輔
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
５
）
註
１
の
Ａ
・
Ｃ
文
献
参
照
。

（
６
）
豊
田
武
「
豪
商
の
台
頭
」
（
同
『
増
訂
中
世
日
本
商
業
史
の
研
究
」
岩
波
書
店

一
九
五
二
後
に
同
氏
の
著
作
集
第
二
巻
「
中
世
日
本
の
商
業
』
に
所
収
、
吉

川
弘
文
館
一
九
八
二
）
。

（
７
）
大
島
正
隆
「
秋
田
家
文
書
に
よ
る
文
禄
慶
長
初
期
北
国
海
運
の
研
究
」
（
同
『
東

北
中
世
史
の
旅
立
ち
』
そ
し
え
て
一
九
八
七
初
出
一
九
四
二
。

（
８
）
山
口
徹
「
小
浜
・
敦
賀
に
お
け
る
近
世
初
期
豪
商
の
存
在
形
態
１
幕
藩
体
制
の

成
立
に
関
連
し
て
ｌ
」
・
「
初
期
豪
商
の
性
格
」
（
『
日
本
近
世
商
業
史
の
研
究
」

東
京
大
学
一
九
九
一
初
出
一
九
六
五
）
。

（
９
）
永
原
慶
二
「
戦
国
織
豊
期
日
本
海
海
運
の
構
造
」
（
『
戦
国
期
の
政
治
経
済
構
造
」

岩
波
書
店
一
九
九
七
）
。

（
岨
）
中
野
等
『
豊
臣
政
権
の
対
外
侵
略
と
太
閤
検
地
』
（
校
倉
書
房
一
九
九
六
）
。

（
Ⅲ
）
本
稿
で
取
り
扱
う
「
新
羅
之
記
録
」
は
、
松
前
景
広
（
慶
広
の
六
男
）
に
よ
り

正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
に
編
纂
さ
れ
た
上
下
二
巻
の
家
譜
で
あ
る
。
本
稿
で

引
用
す
る
の
は
近
年
に
編
蟇
さ
れ
た
青
森
県
史
編
さ
ん
中
世
部
会
『
青
森
県
史

資
料
編
中
世
３
」
（
青
森
県
二
○
一
二
）
に
所
収
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
以
下
、

同
書
か
ら
の
引
用
は
「
新
羅
之
記
録
」
と
す
る
。

（
吃
）
「
福
山
秘
府
」
は
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
松
前
藩
主
道
広
の
命
を
受
け
て
家

老
松
前
広
長
が
編
集
に
従
事
し
、
同
九
年
に
脱
稿
し
た
史
料
集
で
あ
る
。
本
稿

で
取
り
扱
う
の
は
、
近
年
に
編
纂
さ
れ
た
青
森
県
史
編
さ
ん
近
世
部
会
『
青
森

県
史
資
料
編
近
世
１
」
（
青
森
県
二
○
○
二
に
所
収
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
は
「
史
料
名
」
『
青
森
県
史
資
料
編
近
世
１
』
○
号

（
○
号
数
）
と
す
る
。

（
旧
）
「
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
写
」
二
六
九
号
（
秋
田
氏
編
集
・
発
行
「
秋
田
市
史
』
所

収
一
九
九
六
）
・

（
ｕ
）
註
１
の
Ｃ
文
献
参
照
。

（
咽
）
「
新
羅
之
記
録
」
。
「
福
山
秘
府
年
歴
部
巻
之
三
」
五
八
号
。

（
略
）
大
石
直
正
「
第
一
部
北
の
周
縁
、
列
島
東
北
部
の
興
起
第
三
章
日
之
本
地
域

の
解
体
」
（
大
石
直
正
・
高
良
倉
吉
・
高
橋
公
明
『
日
本
の
歴
史
第
十
四
巻
周

縁
か
ら
見
た
中
世
日
本
」
講
談
社
二
○
○
二
、
菊
池
勇
夫
「
蝦
夷
島
と
北
方

世
界
」
（
同
編
集
「
日
本
の
時
代
史
畑
蝦
夷
島
と
北
方
世
界
」
吉
川
弘
文
館

二
○
○
三
）
。

（
Ⅳ
）
「
福
山
秘
府
年
歴
部
巻
之
三
」
五
八
号
。

（
肥
）
矢
部
健
太
郎
「
豊
臣
政
権
の
支
配
秩
序
と
朝
廷
』
（
吉
川
弘
文
館
二
○
三
）
。

（
四
）
天
正
十
七
年
九
月
三
日
付
の
慶
広
か
ら
南
部
氏
に
宛
て
た
書
状
で
は
、
「
民
部

大
輔
」
の
官
途
名
を
用
い
て
お
り
（
「
御
当
家
記
録
二
」
『
青
森
県
史
資
料
編

近
世
１
」
二
三
号
）
、
秀
吉
の
拝
謁
時
に
民
部
大
輔
の
官
途
を
与
え
ら
れ
た
と

す
る
「
福
山
秘
府
」
の
記
述
と
矛
盾
す
る
。

（
別
）
註
１
の
Ａ
文
献
参
照
。

（
別
）
黒
板
勝
見
・
国
史
大
系
編
集
会
「
徳
川
実
紀
』
（
吉
川
弘
文
館
一
九
六
四
）
「
東

照
宮
御
実
紀
巻
八
」
（
一
二
頁
）
。

（
躯
）
註
１
の
Ａ
文
献
参
照
。

（
路
）
註
１
の
Ａ
文
献
参
照
。

（
別
）
「
新
羅
之
記
録
」
。
「
福
山
秘
府
年
歴
部
巻
之
三
」
五
八
号
。

（
妬
）
「
奥
羽
永
慶
軍
記
巻
二
十
二
」
（
近
藤
瓶
城
編
集
『
改
訂
史
籍
集
覧
』
近
藤
出

版
部
一
九
三
三
）
・

（
別
）
「
福
山
秘
府
御
朱
印
ほ
か
部
巻
之
八
豊
臣
秀
次
朱
印
状
写
」
一
○
六
号
。

（
〃
）
「
福
山
秘
府
御
朱
印
ほ
か
部
巻
之
八
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
写
」
一
○
八
号
。

（
躯
）
「
福
山
秘
府
御
朱
印
ほ
か
部
巻
之
八
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
写
」
一
三
六
号
。

（
羽
）
安
東
氏
と
織
田
政
権
と
の
通
交
に
つ
い
て
は
、
註
１
遠
藤
巌
氏
の
研
究
、
粟
野
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俊
之
「
織
田
政
権
の
東
国
政
策
」
（
同
「
織
豊
政
権
と
東
国
大
名
』
吉
川
弘
文

館
二
○
○
二
な
ど
を
参
照
。

（
釦
）
「
新
羅
之
記
録
」
。

（
馴
）
「
福
山
秘
府
御
朱
印
ほ
か
部
巻
之
八
豊
臣
秀
次
朱
印
状
写
」
一
四
○
号
。

（
塊
）
本
稿
で
言
う
所
の
「
松
前
」
と
は
、
松
前
の
館
周
辺
を
指
す
と
す
る
海
保
氏
の

見
解
に
従
う
＆
註
１
Ｂ
文
献
参
照
。

（
詔
）
「
新
羅
之
記
録
」
。

（
弘
）
註
１
の
Ａ
文
献
参
照
》

（
弱
）
註
１
の
Ｃ
文
献
参
照
。

（
鮒
）
「
新
羅
之
記
録
」
。

（
師
）
「
新
羅
之
記
録
」
で
は
「
夷
狄
之
商
舶
往
還
之
法
度
」
と
す
る
。
ア
イ
ヌ
に
海

関
の
設
置
を
認
め
る
こ
と
で
交
易
の
安
全
を
図
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
銘
）
註
１
の
Ｃ
文
献
参
照
。

（
釣
）
「
福
山
秘
府
御
朱
印
ほ
か
部
巻
之
八
豊
臣
秀
次
朱
印
状
写
」
一
九
二
号
。

（
柵
）
註
１
の
Ｃ
文
献
参
照
。

（
似
）
「
新
羅
之
記
録
」
で
は
文
禄
二
年
正
月
の
段
階
で
慶
広
は
家
康
に
拝
謁
し
た
時

に
着
て
い
た
「
唐
衣
」
（
山
丹
交
易
ｌ
樺
太
を
中
継
し
て
行
わ
れ
た
ｌ
ア
イ
ヌ

を
通
じ
て
入
手
し
た
中
国
製
の
道
服
・
蝦
夷
錦
と
称
さ
れ
る
）
を
献
上
し
て
い

る
。
さ
ら
に
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
に
は
、
慶
広
が
家
康
に
「
累
世
系
譜
」

「
蝦
夷
地
図
」
を
献
上
し
た
と
い
う
。

（
似
）
「
福
山
秘
府
藩
主
朝
親
任
官
部
巻
之
十
五
」
二
五
一
号
。
さ
ら
に
第
三
章

で
取
り
上
げ
る
越
後
新
潟
の
商
人
宛
文
書
で
も
確
認
さ
れ
る
。

（
粥
）
「
徳
川
家
康
黒
印
状
」
（
北
海
道
開
拓
記
念
館
所
蔵
）
。
こ
の
史
料
を
紹
介
し
た

先
行
研
究
と
し
て
海
保
嶺
夫
。
夷
仁
」
と
「
夷
」
ｌ
再
び
家
康
黒
印
状
に

つ
い
て
」
亀
北
海
道
開
拓
記
念
館
研
究
紀
要
二
五
」
一
九
九
七
）
・

（
“
）
註
１
の
Ｃ
文
献
参
照
。

（
妬
）
註
Ⅳ
の
菊
池
氏
の
研
究
を
参
照
。

（
妬
）
註
皿
参
照
〉

（
卿
）
そ
の
他
に
註
別
参
照
。

（
佃
）
大
石
氏
・
菊
池
氏
の
両
氏
と
も
史
料
２
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
註
Ⅳ

参
照
。

（
蛆
）
市
場
法
の
総
合
的
な
分
析
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
銀
弥
「
中
世
市
場
法
の
変
遷

と
特
質
」
（
同
「
日
本
中
世
の
都
市
と
法
」
に
所
収
吉
川
弘
文
館
一
九
九
四

初
出
一
九
九
二
）
を
参
照
。

（
別
）
．
五
六
五
年
二
月
二
十
日
附
都
発
パ
ー
ド
レ
・
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
よ
り
志

那
及
び
印
度
の
パ
ー
ド
レ
、
イ
ル
マ
ン
等
に
贈
り
し
書
翰
」
一
九
二
頁
（
村
上

直
次
郎
訳
『
異
国
叢
書
耶
蘇
会
士
日
本
通
信
（
上
）
」
（
改
訂
復
刻
版
）
雄
松

堂
一
九
六
六
）
ゞ

（
団
）
註
蛆
参
照
。

（
記
）
功
刀
俊
宏
「
戦
国
期
に
お
け
る
市
場
政
策
ｌ
流
通
統
制
・
楽
市
楽
座
令
の

検
討
を
通
じ
て
ｌ
」
（
「
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
四
八
（
文
学
（
哲
学
こ

二
○
一
二
ｃ

（
脇
）
桜
井
英
治
「
中
世
の
商
品
市
場
」
（
桜
井
英
治
・
中
西
聡
編
『
新
体
系
日
本
史

吃
流
通
経
済
史
」
所
収
山
川
出
版
社
二
○
○
二
）

（
別
）
宇
佐
見
隆
之
「
第
二
部
間
第
四
章
問
の
終
焉
」
（
同
『
日
本
中
世
の
流
通
と

商
業
』
吉
川
弘
文
館
一
九
九
九
）
。

（
弱
）
註
１
の
Ｃ
文
献
参
照
。

（
恥
）
註
８
を
参
照
。

（
印
）
註
７
．
８
の
外
、
山
口
啓
二
「
豊
臣
政
権
の
成
立
と
領
主
経
済
の
構
造
」
（
同

『
幕
藩
制
成
立
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
一
九
七
四
初
出
一
九
六
五
）
。

（
記
）
「
奥
富
市
右
衛
門
文
書
」
三
三
○
号
（
山
本
元
編
『
敦
賀
郡
古
文
書
』
所
収

一
九
四
三
）
。
以
後
、
同
書
か
ら
の
引
用
は
号
数
の
み
を
提
示
す
る
。

（
開
）
藤
井
讓
治
「
第
一
章
織
豊
期
の
越
前
・
若
狭
第
三
節
豊
臣
政
権
と
若
越
三
初

期
豪
商
の
活
躍
」
福
井
県
編
集
・
発
行
『
福
井
県
史
通
史
編
３
（
近
世
１
崖
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（
一
九
九
四
）
。

（
帥
）
「
奥
富
市
右
衛
門
文
書
」
三
二
二
・
三
二
三
・
三
二
六
号
。

（
例
）
「
奥
富
市
右
衛
門
文
書
」
三
二
五
号
。

（
〃
）
高
嶋
屋
伝
右
衛
門
は
、
近
江
国
守
山
の
出
身
。
近
世
の
初
頭
に
敦
賀
に
移
住
し

た
と
さ
れ
る
。
天
正
十
七
年
八
月
に
は
蜂
屋
頼
隆
か
ら
奉
公
を
励
ん
だ
こ
と
に

よ
っ
て
地
子
を
免
除
さ
れ
た
。
大
谷
吉
継
か
ら
も
諸
役
免
許
な
ど
の
特
権
を
与

え
ら
れ
る
が
、
慶
長
三
年
頃
そ
れ
が
い
っ
た
ん
否
定
さ
れ
る
し
か
し
同
四
年

八
月
に
は
屋
敷
五
か
所
の
地
子
二
五
貫
五
九
三
文
と
船
二
艘
の
役
、
伝
馬
一
匹

の
役
、
町
の
小
役
が
再
び
免
除
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
特
権
は
、
そ
の
後
の
領
主

で
あ
る
、
京
極
氏
や
酒
井
氏
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
た
（
小
宮
山
文
書
）
。
註

８
を
参
照
。

（
田
）
「
松
前
公
広
書
状
」
「
田
中
梓
文
書
」
一
二
号
（
敦
賀
市
史
編
さ
ん
委
員
会
「
敦

賀
市
史
』
史
料
編
第
二
巻
所
収
敦
賀
市
一
九
七
八
）
。
以
下
、
同
書
か
ら
の
引

用
は
「
史
料
名
」
「
田
中
梓
文
書
」
○
号
（
○
号
数
）
と
す
る
。

（
“
）
初
期
豪
商
の
田
中
清
六
に
つ
い
て
は
、
村
上
直
「
初
期
豪
商
田
中
清
六
正
長

に
つ
い
て
」
（
「
法
政
史
学
』
二
○
一
九
六
八
）
、
小
村
弍
「
佐
渡
海
運
と
松

前
海
運
」
（
同
『
幕
藩
制
成
立
史
の
基
礎
的
研
究
』
所
収
吉
川
弘
文
館

一
九
八
三
）
を
参
照
。

（
鮪
）
「
徳
川
家
康
判
物
写
」
「
田
中
梓
文
書
」
二
号
。

（
㈹
）
田
口
五
左
衛
門
原
著
・
常
葉
金
太
郎
校
訂
『
新
庄
古
老
覚
書
」
所
収
（
戸
澤
家

一
九
一
八
）
、
三
四
八
～
三
四
九
頁
。

（
印
）
田
口
五
左
衛
門
原
著
・
常
葉
金
太
郎
校
訂
「
田
中
宗
親
書
上
上
」
「
新
庄
古
老

覚
書
」
所
収
（
戸
澤
家
一
九
一
八
）
、
三
三
二
～
三
三
三
頁
。

（
船
）
「
岡
島
壱
岐
守
黒
印
状
」
「
田
中
梓
文
書
」
八
号
。

（
的
）
「
田
中
光
通
書
状
」
「
田
中
梓
文
書
」
二
号
。
「
田
中
九
兵
衛
光
迩
」
と
名
乗
っ

て
い
る
。

（
刊
）
「
南
部
利
直
判
物
」
「
道
川
文
書
」
二
三
号
福
井
県
編
集
・
発
行
『
福
井
県
史

【
追
記
】
本
論
考
は
、
平
成
二
十
三
年
度
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
研
究
助
成

金
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

資
料
編
８
（
中
．
近
世
六
こ
所
収
一
九
八
九
）
。

（
刑
）
小
村
弍
「
佐
渡
海
運
と
松
前
海
運
」
（
同
「
幕
藩
制
成
立
史
の
基
礎
的
研
究
」

所
収
吉
川
弘
文
館
一
九
八
三
）
。

（
犯
）
一
四
四
号
。
新
潟
市
史
編
さ
ん
委
員
会
古
代
中
世
部
会
『
新
潟
市
史
資
料
編

Ｉ
原
始
古
代
中
世
」
所
収
（
新
潟
市
一
九
九
四
）
。

（
刃
）
新
潟
市
役
所
編
集
・
発
行
『
新
潟
市
史
」
上
巻
八
九
～
九
○
頁
（
一
九
三
四
）
。

（
別
）
註
１
の
Ａ
文
献
参
照
。

（
巧
）
「
越
後
新
潟
石
井
彦
五
郎
伏
見
作
事
板
船
積
証
文
」
四
○
四
号
（
秋
田
氏
編
集
・

発
行
『
秋
田
市
史
』
所
収
一
九
九
六
）
・

（
冊
）
註
別
参
照
。

（
刀
）
「
松
前
慶
広
書
状
三
三
八
八
号
海
保
嶺
夫
編
『
中
世
蝦
夷
史
料
補
遺
」
所
収
（
北

海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
一
九
九
○
）
国

（
泥
）
小
村
弍
氏
は
『
越
佐
史
料
」
の
草
稿
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
註
別
参
照
。

（
刃
）
「
秋
田
実
季
黒
印
状
」
「
村
田
信
義
氏
所
蔵
文
書
」
二
二
三
三
号
（
新
潟
県
編
集
．

発
行
『
新
潟
県
史
資
料
編
４
中
世
二
（
文
書
編
Ⅱ
匡
所
収
一
九
八
三
）
。

（
別
）
註
９
参
照
。

（
別
）
『
奥
能
登
時
國
家
文
書
』
第
一
巻
四
一
号
（
日
本
常
民
文
化
研
究
所

一
九
五
四
）
・

（
腿
）
泉
雅
博
「
能
登
と
廻
船
交
易
ｌ
北
前
船
以
前
ｌ
」
（
網
野
善
彦
他
編
『
海
と
列

島
文
化
第
一
巻
日
本
海
と
北
国
文
化
」
所
収
小
学
館
一
九
九
○
）
・

（
開
）
註
弱
参
照
。

（
別
）
註
別
参
照
。

（
師
）
セ
ー
リ
ス
著
村
川
堅
固
訳
岩
生
成
一
校
訂
『
セ
ー
リ
ス
日
本
渡
航
記
』

二
四
八
頁
（
雄
松
堂
書
店
一
九
七
○
）
。
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【Abstract】

Thenorthmarketduringthemedieval-and-modem-agesstagetransitorium

KUNUGITbshihiro*

ContrastingthehistoricalrecordsevaluatedandexaminedhithertoけomthepoliticalperspectiveoftheestablishmentofEzo

rulebyMatsumae,amoderndaimyo,thispaperadoptsaneconomicalperspectivetoexaminethecontrolofthemarketandthe

circulationofgoodsandservices.

Keyword:Medieval-and-modern-agesstagetransitorium,northmarket,Matsumae,marketcontrol,initialwealthymerchant

本稿はこれまで近世大名（松前氏）による蝦夷地支配の確立という政治的な側面から評価及び検討された史料につ

いて、三章にわたり市場・流通への統制力という経済的側面から評価及び検討を目的とする。

キーワード：中近世移行期、北方市場、松前、市場統制、初期豪商
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